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・第１回改定委員会における意見等への対応方針について 

【前回委員会】議事７－２ 第２期秋田市住生活基本計画の改定について 

番号 意見等 委員会時の回答 対応の方針 

１ 

空き家に関する成果指標
について、現在は、空き家バ
ンクの登録数としている
が、空き家の母数が減少す
るのに伴って、登録数が減
少することが想定されるこ
とから、指標を空き家全戸
に対する登録数の割合にし
たらどうか。 

現在、町内会と協力して調
査を行っているが、空き家の
総数（母数）がかなり大きく
なるため、空き家バンク登録
数の割合がより小さい数字
となる。指標については現在
実施している調査の結果を
踏まえて検討したい。 

〇意見のとおり、現在の空き家
バンク登録件数などの件数指
標は全体の空き家数に影響を
受けるため連続的な評価指標
としては不適な面がある。 

〇最終的な目的は「空き家の解
消」であり、「活用」か「解体」
はあくまで手段の問題。本市
の空き家対策を評価する指標
として、相談数に対する空き
家解消率（売買＋解体）等を指
標とすることを次期計画に置
いて検討したい。 

 

２ 

「指標：高齢者居住住宅
の一定のバリアフリー化率
(p.8)」の目標値が高いの
ではないか。 

75％という最終的な目標
値は、平成23 年度の「第１
期住生活基本計画」から採用
されている指標であり、冒頭
の部長挨拶にもあった通り、
初期計画を踏襲した計画と
なっているため、目標値も踏
襲している。 
しかしご指摘の通り、現状

と目標値との乖離がみられ
る。目標値を変更することは
難しいが、少しでも実績値を
上げられるような取り組み
を、引き続き関係部局と考え
ていきたい。 
 

〇第１期計画（計画期間：平成
23年度～令和２年度）の目標
を継承しており、指摘のとお
り、目標値と実績値に乖離が
生じている。 

〇本計画期間内で目標値は変更
しないが、少しでも目標値に
近づけるよう計画に基づく住
宅改修費等の支援を継続して
いく。 

〇適切な目標値や評価指標の設
定については、次期計画にお
いて検討したい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 

「指標：最低居住面積水
準未満率」の数値が感覚と
統計数値に乖離があるよう
に感じる。 
 

 

 

アパートや持ち家によっ
て居住面積が変わるのはご
指摘の通りである。こちらに
関しては資料3（p.49）の「表
2-19 所有関係別居面積水準
の状況」の「最低居住面積水
準未満」をみると、持ち家の
割合が0.5％、借家が14.7％
となっており、平均した数値
が指標の 4.7％となってい
る。以上から、借家が最低居
住面積未満率を高めている。 
持ち家率の高い本県の場

合は、アパート住まいの世帯
は小規模であることが想定
されるため、高齢者をはじめ
とした単身世帯が面積水準
全体の数値に影響したので
はないかと分析している。 

 

 

 

〇本県（本市）における「持ち家
率が高い＝居住面積水準が高
い」というイメージと実際の
統計数値との乖離に関する意
見 

〇指標に関しては面積水準が低
い借家（アパート等）の存在が
影響していると分析してい
る。 

・持ち家率が高い本県（本市）の
おける適切な目標値や評価指
標の設定について次期計画に
おいて検討したい。 

資料１ 
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番号 意見等 委員会時の回答 対応の方針 

４ 

「担い手不足」や「技術に
よる省人化」に関する小南
委員・谷口委員の意見を踏
まえて再検討いただきた
い。 
【小南委員】 
 担い手不足や省力化施工
を解消する特効薬はないと
考える。省力化施工であれ
ばドローンを活用した高所
の点検などは実施している
が、左官業等の特殊技能の
継承はＤＸでの代替が難し
い面がある。 
【谷口委員】 
 業界として勉強会を開催
されているが浸透は進んで
いない。 
 建設技能者の確保等を事
業者のみで進めるのは困難
であり、市に期待する取組
としては補助金制度が望ま
しい。 

― 

【担い手不足】 
〇人手不足や技術の承継が進ん
でいない等の意見。 

〇企業側への補助金制度の必要
性について言及があったが、
既存の資格取得補助や企業と
人材のマッチング支援に関す
る施策を本計画へ掲載し推進
を図っていきたい。 

【ＤＸ】 
〇建設現場におけるドローンの
活用など一部にＤＸの動きは
見られるが、業界全体として
は活用方法や導入効果を見極
めている段階との意見 

〇県や業界団体で導入に向けた
普及啓発が行われているが、
建設・産業分野の要素が強く、
市としての取組は現状なし。
本計画にて推進する段階の課
題ではないと判断し、計画へ
の反映は見送りとしたい。 

 

５ 

高齢者へのデジタル化に
ついては、まずデジタルは
便利であるということを普
及させる必要がある。 
また、「健康管理のDX化」

など高齢者が便利に安心し
て生活している姿を若者に
見せられるような住環境の
整備を進めることで、若者
の定住につながるのではな
いか。 
 

― 

〇意見のとおり、まずはデジタ
ル化の利便性について普及を
進めるのが先決 

〇その普及の方法として「健康
管理のＤＸ化」など、利用者と
なる高齢者にとってメリット
がある取組が有効 

〇高齢者の見守りに関する施策
であり福祉分野の要素が強
く、普及もこれから。本計画で
推進する段階の課題ではない
と判断し、計画への反映は見
送りとしたい。 

 

６ 

人手不足・労働者不足が
社会問題になっているが、
外国人労働者についても検
討してはどうか。秋田市で
は外国人労働者の住まいの
確保が出来ないといった問
題が起きている。 

事務局で検討していく。 〇人材不足については「外国人
材受入支援事業」等を本計画
へ掲載する形で推進を図って
いく。 

〇外国人労働者の住まいの確保
に関しては、「外国人の民間賃
貸住宅入居円滑化ガイドライ
ン」の周知について計画へ掲
載することで反映する。 

 

７ 

カーボンニュートラルに
特化して促進するのではな
く、バリアフリーやデジタ
ル化と絡めて進めていくこ
とが良いのではないか 

― 

〇「カーボンニュートラル」とい
うフレーズがひとり歩きしな
いよう、市民目線での推進が
必要との意見 

〇既存の住宅評価制度（長期優
良住宅、低炭素住宅等）や住宅
補助制度等を推進するなか
で、環境配慮の重要性につい
て広く推進していたい。 
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番号 意見等 委員会時の回答 対応の方針 

８ 

中古住宅として流通して
いる空き家は、若者の住ま
いのニーズに合わないもの
が多い。また、旧耐震のもの
が多く、お金をかけて改修
して住みたいと思う人がい
ない。一方で、空き家の所有
者は空き家を解体したがら
ない傾向がある。 
秋田市として中古住宅の

流通について検討する必要
がある。 

― 

〇立派で大きい住宅をそのまま
売りたい「売り手」とコンパク
トで手頃な住宅を求める「買
い手」のミスマッチが中古住
宅市場停滞の原因であるとの
意見 

〇ミスマッチそのものを解消す
るのは困難だが、既存の空き
家バンク制度で幅広いニーズ
を持った買い手に情報提供を
図るほか、空き家定住推進事
業で買い手好みの改修等を支
援することで、引き続き中古
住宅の流通を促進していく。 
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inecx
タイプライターテキスト
意見等への対応に伴う計画内容の変更（住生活基本計画P93,94）


inecx
テキストボックス
変更前（R7.8.28_第１回改定委員会時点）


inecx
タイプライターテキスト
青字：第１回改定委員会時点で修正していた部分
赤字：第１回改定委員会後に修正した部分


inecx
折れ線

inecx
テキストボックス
掲載取止め
(意見5関係）


inecx
線

inecx
タイプライターテキスト
赤字：最終的に現計画から変更となる部分


inecx
テキストボックス
変更後（R7.11.20_最新版）


inecx
テキストボックス
記載箇所を変更
(意見4、6関係）


inecx
テキストボックス
内容を統合



